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社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会 

グリーン社会小委員会 第８回合同会議 

令和７年５月２０日 

 

 

【笹川環境政策企画官】  定刻になりましたので、社会資本整備審議会環境部会・交通

政策審議会交通体系分科会環境部会グリーン社会小委員会、第８回合同会議を開催いたし

ます。 

 それでは、国土交通省を代表いたしまして、総合政策局長の塩見から開会の挨拶を申し

上げます。 

【塩見総合政策局長】  総合政策局長の塩見でございます。山内座長、石田委員長をは

じめ、この小委員会の委員の先生方におかれましては、毎回長い時間、そして今日もお忙

しい中、お時間を割いていただきまして、大変ありがとうございます。おかげさまで、今

日で８回目を迎えることになりました。 

 昨年の秋以降、この検討を開始いたしまして、私どもは十分至らないところがたくさん

ありましたけれども、先生方からたくさんのいい御意見、キーワードをいただいて、刺激

をたくさんいただいてまいりました。 

 前回から取りまとめの作業をお願いしておりますけれども、この間に事務局的にもいろ

いろ検討させていただいて、先生方からいただいた御指摘を最大限に取り込んで、今後の

政策をよりよいものにしていくにはどうしたらいいかということを一生懸命事務方として

も考えて、本日を迎えております。そういう意味で、いろいろな御意見をいただいたもの

が今日これから御説明する資料の随所にちりばめられていて、反映させていただけている

のかなとは思っておりますけれども、まだ先生方の目から見て不十分な点というのは多々

あろうかと思います。ぜひ御意見をたくさんいただいて、さらに文書にそのままつながら

ないような御意見でも、今後こういう点を気をつけろということも含めて建設的な御意見

を賜れますと幸いでございます。 

 この検討を通じまして、私どもはこの国土交通行政の中でこの環境政策を常に意識をし

て、国土交通省の任務を達成する上では環境政策抜きにしては語れないという、そういう

意識が省内全体で高まってきているのではないかというふうに思っております。その議論

の最終段階ということでございます。どうか本日も積極的な多角的な御意見を賜りまして、
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私たちの仕事、そして国民に向けての行政がよりよいものになりますように御指導賜りま

すようお願いを申し上げまして、冒頭の御挨拶とさせていただきます。本日もどうぞよろ

しくお願いを申し上げます。 

【笹川環境政策企画官】  本合同会議の委員の御紹介は、お配りした委員名簿で代えさ

せていただきます。 

 なお、大橋委員、羽藤委員、二村委員は本日御欠席です。 

 それでは、山内座長、以降の議事進行をお願いいたします。 

【山内座長】  山内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 議事に入りたいと思います。本日の議事は、国土交通省環境行動計画の案文について皆

さんに御議論いただくということであります。まずは、恒例のように事務局から議題につ

いて御説明をいただきまして、その後に委員の皆さんで御議論をお願いしたいと、こうい

う順番でいきたいと思います。 

 それでは、事務局から御説明をよろしくお願いいたします。 

【清水環境政策課長】  環境政策課長の清水でございます。本日も貴重なお時間を賜り

まして、ありがとうございます。 

 それでは、資料に基づきまして御説明をさせていただきます。資料１に入る前に、前回

の御意見、主な御意見ということで簡単にまとめさせていただいております参考資料２を

御覧いただきたいと思います。 

 前回、環境行動計画の骨子の案ということで、御議論賜りました。１枚おめくりいただ

きまして、１ページ目でございます。総論的には、まず環境政策。これは、国交省が政府

全体の中でリードしていく、そういった姿勢が重要ではないか。２つ目は、環境政策では

ありますけれども、インフラの老朽化。こういった社会課題、インフラ等の施策に関する

国民の関心は高いのではないか。また、今まで行ってきたインフラ政策そのものが環境に

も貢献していくのではないか。３つ目、国際貢献をビジネスにつなげていく。これは重要

な視点で、今後の具体化にも期待したい。４点目のフォローアップでございますけれども、

これは単にフォローアップをするためのフォローアップではなくて、アクションにちゃん

とつなげていくことが重要なんだという御指摘。それから、５点目のそれぞれの重点分野

の記載におきましては、１章や２章の社会的背景からのつながりですとか主体間の連携を

強調したらどうか。それぞれ、以下にその重点ごとの御意見をまとめさせていただいてい

ます。 
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 まず、重点１の国土交通ＧＸでございますけれども、ＥＶ普及、インフラ面との連携が

重要。それから、住宅建築物についてでございます。ＺＥＨ、ＺＥＢ、それからライフサ

イクルコストの脱炭素化も重要。目的と手段を履き違えないようにという御指摘だと思い

ます。３点目でございます。船舶の燃料ということで、使えるところから段階的に進めて

いくということで全体像が必要。４点目でございます。エネルギー転換を大きく打ち出し

ておりますけれども、また効率化や規制緩和といったところにもコメントをしてほしい。

それから、５点目でございます。再エネにつきまして、地中熱や下水熱などの利用も有用。

国交省は様々なインフラを所管して、そういうポテンシャルも高いので、ペロブスカイト

を含めて活用に期待したいという御意見。 

 重点２、自然再生や人と自然が共生する社会づくりでございます。社会課題への対応を

契機としながら、グリーンインフラ整備につなげていくということがいいのではないか。

２つ目でございます。グリーンインフラの効果の見せ方は重要である。その区分の仕方に

ついては、よく議論していくべきではないか。３点目、ウェルビーイングの向上に当たり

まして、理事長さんのウェルビーイング指標でもグリーン、環境の貢献が大きいというこ

とを位置づけられておりますので、そういったことを踏まえた記載ができるといいのでは

ないか。 

 １枚おめくりいただきまして、２ページ目でございます。重点３ということで、再生資

源を利用した生産システムの構築でございますけれども、再生材の活用、これはもちろん

大事だけれども、３Ｒのリユース、リデュース、リサイクル、こういった努力も大事であ

るということ。それから、長寿命化の視点は重要であるということ。２つ目が既存住宅の

脱炭素化につきまして、金融や税制上の御支援というのも重要ではないか。３点目、建設

リサイクルにつきまして、質を高めること。それから、コストを安くすること。これらの

トレードオフの関係の中で総合的に捉えて、どうやったらリサイクルが進んでいくのかと

いうことを考えていく必要がある。 

 重点の４番目。環境資源を基軸とした地域の経済社会づくりというところでございます。

グリーン交通という言葉は精査が必要だということで、ありがとうございます。資料上か

らは、今回は企業さんでお使いになられていますので、文章を変えさせていただいており

ます。それから、交通空白の記載の中にライドシェアというところも触れたらどうか。大

きな２つ目、地域の取組でございます。これは交通と、例えば住宅やまちづくりなど、い

かに統合的に計画、それから施策を実施できるかが重要ではないか。 
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 重点の５番目でございます。ＥＶ等も災害対応として効果があるんだという視点がある

とよい。２つ目としまして、災害対応は豪雨だけではなくて、渇水あるいは水温上昇、こ

ういったところでの影響という点も言及してほしいと。 

 重点の６でございます。環境価値が評価される市場創出です。Ｓｃｏｐｅ３の脱炭素化、

情報開示でございます。これに当たっては、企業の事業、製品、サービスの評価、これが

逆に事業機会になることを強調したらどうか。それから、市場創出に当たっては、公共調

達の後押しなど、国が率先する姿勢が重要。また、金融業界との連携が大事。最後の３点

目でございますけれども、将来世代、とりわけインフラということでございますが、将来

世代も含めた視点も大事ではないか。 

 最後、重点７の体制、基盤づくりのところでは、自治体さんの人的、経済的、とりわけ

環境政策の面では非常に弱いというところもあって、国の支援が大事。また、政策プロセ

スに環境を含めたり、デジタル技術、データ活用、人材育成の施策を充実させたらどうか

というような御指摘を前回大きくいただいているかと承知しております。 

 それを踏まえまして、資料のほうを御用意させていただきました。まず、資料１を御覧

いただきたいと思います。本日の概要と、案文のほうでございます。資料１は、これまで

の８回の集大成という思いで、全体をＡ３紙１枚でしたためてみたものでございます。こ

ちらにつきまして、今日は全体像をまず御説明させていただきます。 

 資料１の一番上でございますけれども、環境政策をめぐる情勢、大きく４つでございま

す。一番左側、脱炭素の必要性の高まり。これは、２０５０年カーボンニュートラルに向

けて、我が国は野心的なＣＯ２排出削減量目標を設定してございます。そうした中で、下

の丸のところでございます。ＧＸということで、脱炭素と産業競争力強化、経済成長を両

立しているＧＸを進めている。また、情報開示の動きが加速化しているという背景、こう

いったところを書かせていただいております。 

 それから、その右側にある２つ目の自然共生、生物多様性の機運増大ということで、ネ

イチャー・ベースド・ソリューション、また、ネイチャーポジティブの機運の高まりでご

ざいます。２０２３年のＧ７札幌環境大臣会合におきましてもＮｂＳの重要性が強調され、

また、昆明・モントリオールの生物多様性枠組で３０ｂｙ３０ということを国際的目標と

して設定されている。 

 ３つ目でございます。循環経済の重要性の高まりということで、国際的に再生材利用拡

大、これは下にございます。海外の再生材利用の規制ということで、ＥＵのほうでも再生
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プラスチック２５％使用の義務化などの動き。また、環境対策のみならず、経済安全保障

や産業競争力の観点から循環経済の重要性が高まっており、資源ナショナリズムの動きも

出てきているわけでございます。 

 ４点目、気候変動の影響の顕在化というところでございます。水害、雪害、土砂災害。

もちろん水害だけでなく、雪害や土砂災害も含めた自然災害の激甚化、頻発化、それから

熱中症。こういったところの影響が顕在化してきている。大きくこの４つを情勢としてま

とめさせていただいております。 

 そして、一番右側でございます。主な社会課題ということで、人口減少、東京一極集中、

インフラの老朽化、それから建設業や運輸業をはじめとします担い手の不足。こういった

社会課題に同時に対応していく、解決していく。 

 私どもの基本方針がその下の左側にございます。あらゆる国土交通政策の立案、実行に

おきまして、環境政策との整合を図っていく。それから、環境政策。これはウェルビーイ

ングの向上を目指しているわけでございますが、そういったことを図りながら国土交通省

の任務を果たしていくというのが基本方針でございます。 

 その右側です。先生方からもいろいろな視点、キーワードをいただいてございます。横

断的視点としての７つ。１つ目が多様な主体による連携、協働。また、分野間連携による

シナジー、相乗効果。３点目が産業競争力強化との両立。予見可能性の確保。それから、

先ほどの社会課題との同時解決。６点目に新技術、ＤＸ。７点目が国際展開。 

 下側にありますのが、こういった視点の下での７つの重点分野でございます。この７つ

の重点分野につきまして、一つ一つキーメッセージを今回赤字で付け加えさせていただい

てございます。一番左側、重点１を御覧いただきたいと思います。徹底した省エネ、クリ

ーンエネルギーへの移行、再エネの供給拡大等の国土交通ＧＸの推進。こちらのキーメッ

セージはくらしや経済の現場から脱炭素化を拡大していく。まさに、私どもはくらしや経

済を幅広く所管してございます。そういった現場から脱炭素化を拡大していきたいという

方向性でございます。 

 大きく５つの黄色い柱を掲げてございます。徹底した省エネ、住宅建築物の省エネ対策、

モーダルシフト、共同輸配送等のグリーン物流や低炭素な人流への転換、輸送元のみなら

ずハードの渋滞ボトルネック解消。こういった徹底した省エネを進めていく。 

 その下のクリーンエネルギーへの移行でございます。次世代自動車の普及促進、ゼロエ

ミッション船、燃料電池鉄道車両、持続可能な航空燃料であるＳＡＦの導入を進めていく。
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そういった輸送モードの対策と併せて、ＥＶ充電施設、水素ステーション設置。あるいは

カーボンニュートラルポートの形成。輸送モードとインフラを掛け算しながら相乗効果を

高めていきたい、私ども国土交通省の強みを生かしていきたいというものでございます。 

 右側の上になりますけれども、もう一つ大きな今回のキーワードであるライフサイクル

全体での脱炭素化でございます。１つ目は、建築物ライフサイクルカーボンの算定、評価

を促進する新たな制度を、関係省庁と連携しながら、議論しながら構築していきたいとい

うこと。２つ目でございます。道路のライフサイクル全体の低炭素化、建設現場での低炭

素型コンクリートの活用と、ライフサイクル全体での脱炭素化を図っていく。 

 ４つ目でございます。再エネの供給拡大ということで、私どもは多様なインフラ空間を

所管してございます。道路、空港、港湾、鉄道、公園、ダム、上下水道といった多様なイ

ンフラ空間を活用しながら再エネを供給していく。太陽光、洋上風力、水力、書き切れて

いませんけれども、地中熱や下水熱、雪氷熱、こういったものも進めていくということ。

それから、政府全体として今進めておりますペロブスカイト太陽電池の実装についても積

極的に検討をしていく。 

 それから、吸収減対策という５本柱で１番のところをまとめさせていただいております。 

 その右側にある２番目のネイチャーでございます。こちらのキーメッセージは、グリー

ンインフラの活用が当たり前の社会にということで、できるだけ前回も御指摘いただきま

したウェルビーイングにつながるような写真なんかもイメージしながらつくらせていただ

いてございます。 

 大きく２つの柱がありまして、１つは地域におけるグリーンインフラ活用でございます。

都市における良質な緑地の確保。それから、建築物、道路、低未利用地等の緑化を進めて

いく。雨庭、雨水貯留浸透施設の整備を進めていく。河川環境の定量目標を位置づけてい

く。ブルーインフラの保全、再生、創出でございます。 

 こういったグリーンインフラを拡大していくに当たっての基盤づくり、これが大変重要

かと思っております。経済界と一体となった国民的な運動ですとか、２つ目になりますけ

れども、やはり自然の分野につきましては潜在的な価値、これを発揮させるような取組が

大事ではないかというふうに考えてございます。多様な効果を図る評価手法をつくり出し

ていく、確立していく。それから、ノウハウ標準化、担い手不足の中での中間支援組織の

御支援。地域のスタートアップの創出、資金調達手法の創出といった官民の取組を後押し

していく。また、新技術、ＤＸの活用ですとか、国際展開を進めていきたいというのが２
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番目でございます。 

 続きまして、３番目です。重点の３の再生資源を利用した生産システムの構築というこ

とで、これは国家戦略になっております循環経済への移行を加速化していく。大きな柱、

ポイントは緑の縦字で書いてございます。１つは、循環資源の利用を拡大していくという

こと。それから、前回も御意見を賜っております利用を拡大していくということだけでは

なくて、長寿命化、やはりここが大事だということで、すみません。長いという字が抜け

ておりますけれども、長寿命化等による廃棄物の発生抑制。 

 下のほうは施策でございますけれども、まずは利用という点では下水汚泥資源の肥料利

用。また、建設リサイクルの高度化。これは、建設廃棄物を同種の製品として再生、利用

していくような推進、リサイクルを進めて需要拡大につなげていく。また、道路アスファ

ルト再生技術のビジネス展開を進めていく。 

 大きな２つ目が長寿命化でございます。とりわけインフラにつきましては、メンテナン

スなんかも長期間にわたっていく。図の円につきまして、本当は小さい円から大きな円に

という思いを持っているわけでございます。時間軸がうまく表せていなくて恐縮でござい

ますが、長寿命化をしていく。そのための施策として予防保全型のインフラメンテナンス

への転換を図るとともに、また、住宅建築物では長期優良住宅の普及促進を図っていく。 

 最後に、こういった社会、経済システムに移行していくに当たって、物の流れが変わっ

てまいります。動静脈連携を支えていくインフラ、基盤整備ということで、サーキュラー

エコノミーポートを新たに選定整備していく。また、地域の建設業、物流業の連携を図っ

ていく。こういったところを重点３に書かせていただいております。 

 それから、右側にある重点の４番目。一番上でございます。観光資源を基軸とした地域

の経済社会づくり。キーメッセージは、環境対策は地域の成長戦略だという打ち出しでご

ざいます。地域資源でありますインフラの事業依頼として木質材なんかも出てまいります

ので、木質バイオマス、下水汚泥、水力等を活用したエネルギーを創出していこう。また、

商用電動車の劣化バッテリーを再利用した再エネの地産地消。まちづくりという点では、

グリーンというものを契機としまして、グリーンなくらし、まちづくりですとか、住宅、

建築物の省エネ改修。これは、地域産業の活性化にも資するものであるというようなとこ

ろを掲げさせていただいております。 

 ５点目です。重点の５は、気候変動に適応できる社会。こちらのほうは、緩和と適応は

車の両輪であるということであります。まず、１つ目はハード、ソフト一体となって適応
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策を進めていく。治水計画の見直し、また、流域治水の加速化、深化。それから、ソフト

としての防災気象情報の精度をさらに高めていく。また、暑くなってきてございます。熱

中症対策、ヒートアイランド対策、暑熱対策を進めています。 

 大きな柱としての６点目、環境価値が評価される市場創出でございます。こちらのメッ

セージは、広く国民が負担を分かち合う社会、市場づくりということで、環境価値を見え

る化していく。また、それを評価、認証していく仕組みを活用、充実させていく。昨年の

国会におきまして都市緑地法を改正いたしまして、いろいろな緑地を確保していく。そし

て、その計画を認定していく新たなＴＳＵＮＡＧという制度もつくってございます。そう

いったつくっているものにつきましては、しっかりとどんどん運用して広めていく。制度

の活用を促していく。あわせまして、まだできていないところ、足りないところ。例えば、

輸送事業者の削減努力が適切に評価されるような仕組み、こういったところも新たに検討

を進めていきたいものでございます。 

 ３点目がそういった意味でのクレジットの創出、活用ということで、ブルーカーボン由

来のカーボンクレジット制度を充実していく。また、運輸部門のカーボンクレジットです

とか、まだ議論が世界的に始まったばかりでございますけれども、ネイチャー、自然、生

物多様性のほうのクレジットの創出に当たっても関係省庁と連携しながら検討していきた

いです。それから、市場の創出に当たって、これも先生方から多々御意見を賜っておりま

す。やはり、民間だけに任せるのではなくて、まずは官が率先垂範しなさいという御指摘

でございます。グリーン製品等の公共調達を促進していく。最後は、国民、企業の行動変

容を促していくという全体でこのような立てつけでございます。 

 最後の７点目は、一番下にあるグリーン社会を支える体制、基盤づくりということで、

関係省庁、自治体、産業界、学術界、市民、それからＮＰＯ法人、多様な主体の連携、協

働のための場づくりを進めていく。もはや１つの主体で環境対策するものではないという

認識の下での場づくりでございます。それから、デジタル技術やデータ活用のための基盤

整備。また、人材育成、環境教育、中間支援組織、地域コミュニティーの形成。こういっ

たところを幅広く体制、基盤づくりとして位置づけさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

 その上で、一番右側でございます。前回の委員会でも御指摘を賜っております単なるフ

ォローアップではなくて、施策を毎年度充実させていく、そういったこともビルトインさ

せていただければと思っています。恐縮でございますけれども、先生方にもまた毎年度お
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時間を賜りながら、御指摘をいただきながら施策をアップデートしていきたいというふう

に考えてございます。 

 以上が今回、準備させていただきました資料１の全体像でございます。 

 以降、資料２、資料３につきまして、前回いただきました御意見を中心に少し修正点を

図ってございますので、簡単に御紹介をさせていただければと思います。資料２は、概要

の詳細版ということで前回、御確認いただいている内容でございます。もしかしたらペー

ジ番号がついていなくて申し訳ございません。恐縮でございますけれども、３枚目の重点

１から御説明をさせていただければと思います。 

 重点１の１枚目、一番頭の四角の箱の上でございます。我が国全体のＣＯ２排出量のお

おむね７割を占める国土交通分野の脱炭素の取組は重要な鍵ということと、キーメッセー

ジとしてのくらしや経済の現場からの脱酸素化を拡大という記載にさせていただいていま

す。 

 また、左側下の徹底した省エネの項目でございますけれども、ここにつきましては新た

にグリーン物流といったような輸送モードのみならず、その下の道路交通の適正化という

ことで渋滞ボトルネックの解消、ここも輸送モードとインフラを合わせてハード、ソフト

一体となった取組を進めていきたいということで記載をしてございます。 

 それから、右側のクリーンエネルギーへの移行ということで、前回は船舶につきまして

御指摘を賜りました。バイオがゼロエミッションをもっと前面にということでございます。

ちょっと記載ぶりを修正してございます。 

 右側のインフラにつきまして、カーボンニュートラルポートでございますけれども、こ

ちらはカーボンニュートラルポートのポートの中身だけではなくて後背地域、やはりここ

との関係というのもちょっと記載として充実をさせていただきました。 

 次のページの重点１の２枚目を御覧いただきたいと思います。こちらにつきまして、ラ

イフサイクル全体の項目でございますけれども、左下側の低炭素アスファルトにつきまし

ては主体が分からないという御指摘もいただいておりましたので、まず私どもは直轄工事

の活用なんかも進めていきたいというふうに明記をさせていただいております。 

 また、右側の再生可能エネルギーでございますけれども、以前は４つ目の星印に雪氷熱

しか書いてございませんでしたが、しっかり地中熱や下水熱というところも書かせていた

だいているところでございます。 

 続きまして、重点２を御覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、左側の一
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番下になります官民の取組促進のところで、地域におけるスタートアップの創出。ここも

追記をさせていただいてございます。 

 続きまして、重点３の循環経済でございます。こちらにつきましては、再生資源の利用

だけではなくて従来の取組も大事なんだということで、一番上の箱の最後の文章になりま

すけれども、従来の廃棄物の発生抑制の取組、３Ｒの取組に加えてというような記載ぶり

にさせていただいてございます。 

 重点４でございます。こちらは、資料の中ほど下、交通空白の記載のところで公共、日

本版ライドシェアといったような言葉もこの中に付け加えをさせていただいてございます。 

 重点５でございます。気候変動適応社会は、まず背景としての激甚化、頻発化、これを

一番上でございますけれども、水害、雪害、土砂災害等ということでこちらも激甚化、頻

発化が深刻化しているということをしっかり明記させていただいてございます。 

 重点６でございます。金融という言葉が前回は入ってございませんでした。上の箱の２

つ目の丸のところで、経産省さん、環境省さん等の関係省庁や産業界、それから金融界、

これは金融機関の皆様方ともいろいろ意見交換、コミュニケーションさせていただきなが

ら進めていきたいということで、その点を明示させていただいております。 

 それから、左側の環境価値の見える化の下のほうでございますけれども、ここは全体と

してインフラとの関わりが分かりにくいという御指摘もいただいてございました。下から

２つ目の丸のところで、建設工事におけるＣＯ２排出削減量の算定、この辺りも見える化

としての施策として重点的に掲げていきたいというふうに考えてございます。 

 最後に重点７のところでございますけれども、これは人口減少、担い手不足の中で体制、

基盤づくりを進めていくんだという点をちょっと修正させていただいてございます。まだ

まだ足りない点等があろうかと思います。ブラッシュアップも、また御意見をいただきな

がらしていきたいと思います。 

 それから、最後に申し訳ございません。案文のほうも今回はイメージということで御用

意させていただいております。いただいております御意見を中心に、全体の構成を含めま

して簡単に少し御紹介をさせていただければというふうに思います。また、資料の送付も

あまりお時間のない中で大変恐縮でございますけれども、ちょっと御紹介をさせていただ

きます。 

 まず、縦紙の資料３を御準備いただければと思います。１ページ目のはじめにというこ

とで、ここから３枚にわたりまして全体を書いてございます。３ページ目の下のほうを御
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覧いただきますと、環境行動計画を改訂する必要性という中で、私どもが４つの社会の実

現に統合的、複合的に取り組んでいく。グリーン社会の実現に向けて貢献していくんだと

いうことも記載させていただいております。 

 はじめにで概括をさせていただいた上で、４ページ目でございます。まず、第１章とい

うことで、環境政策を巡る社会経済情勢をまとめてございます。大きく４つの社会につき

まして、まとめてございます。一番上の（１）気候変動の緩和につきまして、この中で、

５ページ目の一番上でございますけれども、以前委員会でも御指摘をいただいておりまし

た環境政策のみならずエネルギーを取り巻く国際動向、これは経済安全保障上の要請も高

まっているんだといったような背景。また、その下の地球温暖化対策計画の改定という３

つ目の丸のところでございます。本年１月の米国のパリ協定からの脱退に対する環境大臣

の表明、パリ協定を着実に実施することの重要性が損なわれていない。こういったところ

も明記をしていきたいというふうに考えてございます。 

 こういった背景を様々記載させていただきまして、８ページ目でございます。ここから

自然共生、生物多様性の確保という辺りの背景を記載させていただきました。 

 １０ページ目で循環型社会の形成につきまして。 

 １１ページ目で、気候変動への適応あたりの背景でございます。この背景のところで、

上から２つ目の丸になります。洪水のみならず、２つ目の丸の２行目にある干ばつの増加

ですとか、あるいは２つ目の丸の下から４行目の極端に高い海水温、また、極端な大雪時

の降雪量の増加。こういった水害以外のところにも着目させていただいて、記載をしてい

るというものでございます。 

 以上、背景を書かせていただきました上で１３ページ目でございます。ここで、先生方

からも多々御意見を賜っております国土交通行政を取り巻く社会課題ということで、人口

減少ですとか東京一極集中、老朽化、交通空白といった社会課題のキーメッセージだけを

記載させていただいた上で、前回までここで止まっていたわけでございますけれども、や

はり国民の御関心、こういったところにしっかりやっていくということも記載すべきとい

うことでした。なので、（２）として、１４ページ目から、国土交通行政における取組とい

うことで幾つか記載をさせていただいております。国土形成計画、地方創生、国土強靱化、

それから、１５ページで社会資本整備について、交通政策についてを記載しております。 

 とりわけ、この社重点と交通政策基本計画につきましては、今まさに企画部会のほうで

も御議論いただいているところでございます。例えば、重点の５つ目の丸を御覧いただき
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たいと思います。人口減少時代に対応しまして、地域の将来像を踏まえたインフラストッ

クの再構築。また、優先度を踏まえた計画的な修繕等を通じて予防保全への移行の加速化

についての御議論。また、下のほうの交通政策基本計画につきましては、１６ページ目を

御覧いただきたいと思います。一番下でございますけれども、公共交通の利用促進につな

がる交通空白の解消といった国民の皆様方の御関心に、しっかりと今、御議論をいただき

ながら進めているというところもこの中で記載させていただいているところでございます。 

 続きまして、１７ページ目以降に第２章ということで、基本的な取組方針を書かせてい

ただいております。大きく３つ目の丸を御覧いただきたいと思います。グリーン社会への

移行を契機としていくきっかけであることを明記するということと、前回委員会でも御指

摘いただいております、我が国の環境政策をリードしていく心構えで力強く展開していき

たいという思いをここで書かせていただいております。 

 また、以降の１８ページ目のところで、７つの分野横断的な視点について文章化をさせ

ていただいております。とりわけ１８ページ目の一番下の５番目でございますけれども、

社会課題との同時解決ということで、３つ目の丸の社会課題との同時解決を図る視点、統

合的、総合的に取り組んでいくということを記載させていただいております。 

 ２０ページ目を御覧いただきたいと思います。最後のフォローアップのところでござい

ます。計画の進捗管理ということで、２つ目の丸のところでございます。次のアクション

につなげていくという観点からフォローアップを行う、毎年度施策の充実化を図っていく

ということもここで記載させていただいております。 

 以降、第３章、重点分野ごとの環境政策の展開ということで、こちらにつきましては、

基本的に先ほど御覧いただいております重点ごとの概要の資料を文章化させていただいて

おります。ただ、その際にこれまでの御指摘を踏まえまして、１章、２章からのつながり

を少し意識しながら、また、２１ページ目の３つ目の丸にございますように、連携、協調

というのもできるだけ意識しながらの記載ぶりにしてございます。構成だけで大変恐縮で

ございますけれども、例えば重点１ですと暮らし、移動の徹底した省エネ、下のほうでご

ざいます。こういったことにつきまして、２２ページ目を御覧いただきますと、家庭業務

部門ですとか、２つ目の丸の運輸部門、こういったところ、概要に記載させていただいて

いる内容を少し肉づけしながら文章化をさせていただいております。 

 また、２３ページ目のクリーンエネルギーへの移行ございます。２つ目の丸のところで、

輸送モードの単体対策のみならず、インフラ整備の両面から取り組むといったキーメッセ
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ージを書きつつ、これまで委員会でもＧＸ経済移行債の活用ということでも委員の先生方

から後押しをいただいてございます。３つ目の丸の５行目あたりになりますけれども、経

産省さん、環境省さんと連携しながらＧＸ経済移行債等を活用しながら脱炭素投資の促進

を進めていく。こういった記載も追記させていただいております。 

 それから、下のほうにはライフサイクル全体での脱炭素化。 

 ２４ページ目を御覧いただきたいと思います。再生可能エネルギーの供給拡大です。概

要のほうでは、太陽光、風力、水力と少し限定的でございましたけれども、地中熱、雪氷

熱、下水熱をここではしっかり書かせていただいております。 

 また、２５ページ目の一番上で吸収源対策ということで、大きな５つの柱に沿って少し

文章化をさせていただいております。 

 それ以降に主な施策ということで、いろいろな施策の解説をさせていただいております。

２６ページ目の上から３つ目の丸を御覧いただきたいと思います。例えば、トラック輸送

の効率化です。単にエネルギーの移行だけではなく、効率的な効率化という辺りもピック

アップをという御指摘。また、トラック車両の大型化だけではなくて、ダブル連結トラッ

クなんかの記載もということで、トラック輸送の効率化の中で記載をさせていただいてご

ざいます。 

 また、こういったような記載をさせていただいています。例えば、３２ページ目を御覧

いただきたいと思います。これは物流ＤＸの項目でございます。上から２つ目のポツにな

りますけれども、ＡＩ、ＩｏＴ等のデジタル技術の活用ということで、物流ＭａａＳの記

載についてもこの辺りで触れさせていただいてございます。 

 以上が重点１でございまして、３８ページ目からは重点２でございます。前回御意見ご

ざいました政策の方向性の上から３つ目の丸でございますけれども、自然の恵みはウェル

ビーイングを高める重要な要素の一つとしてウェルビーイング指標としても位置づけられ

ている。こういったところも文章の中に折り込ませていただいております。 

 駆け足で恐縮でございます。４４ページ目から重点３でございます。再生資源を利用し

た生産システムということで、４５ページ目の上のほうでございますけれども、３Ｒの取

組、一番上の丸でございます。３Ｒの取組をさらに進化させて、循環経済の移行に貢献し

ていくというような記載ぶりでございます。 

 また、４６ページのところで建設リサイクルの推進という項目を設けまして、ここで水

平リサイクルなどの話に加えまして、建設発生土につきましても、重要な課題としてこち
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らのほうにもちゃんと射程に入っているということで記載をさせていただいてございます。 

 それから、４８ページ目から重点４というところでございます。重点４につきまして、

例えば５０ページ目の施策のほうでございますけれども、御覧いただきたいと思います。

一番上です。やはり地域の話に当たっては、今私どものほうでも地域生活圏ということで

議論も進めております。下から４行目を御覧いただきたいと思います。官民パートナーシ

ップによる主体の連携、また、事業の連携、地域の連携といったところに重点を置きなが

ら、自然資本の循環のためのプロジェクトも含めまして、地域生活圏の形成を推進する、

こういったところをぜひ位置づけていきたいと思っております。 

 また、５１ページ目の上から３つ目の丸の交通空白の解消の中でも、ライドシェアをし

っかり記載をさせていただいてございます。 

 ５２ページ目の５つ目の気候変動適応社会でございます。こちらにつきましては、５４

ページ目の施策のところでございます。前回の委員会でも御指摘いただいております上か

ら４つ目の丸でございますけれども、電動車はレジリエンス機能の強化にも資するものな

んだということで、施策としても位置づけをさせていただいてございます。 

 ５８ページ目から、市場創出の項目でございます。上から３つ目の丸、企業さんの情報

開示の動きの進展を書いてございます。一番下のこういった動き、Ｓｃｏｐｅ３を含むサ

プライチェーン排出量の開示の義務化の見通しでございますけれども、逆にバリューチェ

ーンを通じた企業のリスク管理、事業、製品。それから、サービスの評価は事業の機会に

なっていく、そういった契機ともなり得るんだというところも記載をさせていただいてご

ざいます。 

 ５９ページ目の一番下でございます。下から４行目、丸がついていなくて大変恐縮でご

ざいますけれども、市場創出に当たっては公共部門自ら率先して公共調達の取組を促進す

るということ。ということで、我が事として取組を進めていただくようなことも重要とい

うことも記載をさせていただいています。 

 ６０ページ目の一番上を御覧いただきたいと思います。ここは、必要なコスト負担につ

きましては、やはり社会的な受容性、いわゆるマーケティングも大変重要かと思います。

社会的な受容性を図りながら継続的に施策の充実を図っていきたいということも記載させ

ていただいてございます。 

 最後に、重点７でございます。体制、基盤づくりということで、多様な連携をしている

例としまして、例えば３つ目の丸です。御指摘もいただいておりました港湾、それから道
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路につきましても道路管理者が共同して脱炭素化を推進していく。こういったようなとこ

ろの記載。 

 それから、上から５つ目の丸のデジタル基盤の整備や環境政策への活用の促進。 

 また、６５ページの一番上のほうで人材育成体制づくり。これは、環境課題に対応でき

る人材育成、多様性づくりということで文章化した記載をさせていただいているところで

ございます。 

 以上、案文の全体的な構成と今まで先生方にいただきました御意見を中心に御紹介をさ

せていただきました。まだまだちょっと至らない点、また、書き足りていない点が多々あ

ろうかと思います。幅広く御指摘を賜ればと思います。 

 長くなりまして恐縮でございました。事務局からは以上でございます。 

【山内座長】  どうもありがとうございました。 

 さっき局長もおっしゃっていたように、なかなか力作だというふうに思っております。

今御説明がありましたように、これまでもいろいろと御指摘をいただいて、それを盛り込

んだような形になっているということだと思います。面白いですよね。資料１が全体像で、

資料２が個別になっていて、資料３が文章になっていて。その意味で非常に分かりやすい

ですよね。 

 それでは、内容について皆さんから御意見をいただきたいと思いますが、ウェブの方は、

恐縮でございますけれども、手挙げ機能でお知らせください。それと、ウェブと現場と順

番が入れ替わるとかそういうことがありますけれども、大変恐縮ですが、それは御容赦い

ただくということでお願いしたいと思います。 

 それで、お時間の関係もありますが、既に田辺委員が手を挙げていらっしゃいます。田

辺委員から御発言を願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【田辺委員】  山内委員長、ありがとうございます。田辺です。 

 何点か意見を申し上げさせていただきます。まず、資料３の１７ページに国土交通省の

任務と基本的取組を書いていただいて、大変明確になったというふうに思います。それで、

今回資料３を読みますと、はじめにの部分にちょっとこの辺りが出てこないので、はじめ

にのところにサマリー的にこの辺りに重点７までを定めたというようなことを書かれても

いいのかなと思いました。その後にある気候変動とか、はじめの中の説明が第１章と重な

るところがありまして、背景については１章で説明されてもいいのかなと。文章のときに

パワーポイントの頭のところが出てこないのが少しもったいないなと思いました。 
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 それから、ウェルビーイングを挙げていただいたことは非常にすばらしくて、なかなか

日本語にならないんですけれども、幸福感とか健康とかと訳されるんですが、アメリカの

友人に聞くとハピネスというのは幸せだけれども、ハピネスは今の幸せでウェルビーイン

グというのは一生が終わった時に自分の人生とか仕事がよかったなというのを言うんだよ

と。今回の中でも、国民の負担とかいろいろな苦労がありますけれども、最後によくなる

というのを出していただいて非常によいキーワードではないかというふうに思います。 

 それから、ＬＣＡのライフサイクルのところですけれども、ぜひ先行して進めた方がな

かなか大変なこともあると思います。先行して進めたり企業にメリットがくるような、何

かそういうことがあるといいと思っております。 

 それから、観光についても何回か申し上げたんですけれども、特に地域との成長の関係

で観光というキーワードをたくさん出していただいたり、任務のところに出していただい

たので、非常によろしいというふうに思います。 

 一方で、建設費が非常に最近高騰していて、再開発などでもなかなか事業性が難しくな

ってきています。環境行政で必要なことというのはもちろんありますけれども、国土保全

ですとかレジリエンスとか、総合的で行っていくことで国民のウェルビーイングが向上し

ていくんだという書き方にしていただいていますので、５８ページ、６０ページのところ

にそういうことを書かれておりますのでよろしいと。やはり負担という問題も避けては通

れませんので、しっかり書き込んでいただくことが重要かなと思いました。 

 それから、国際標準展開でＧＸ志向型住宅など国際展開が実は投資の中に含まれていま

すので、うまくフォローしていただければと思います。 

 それから、５番目で気候変動の適応策も今回１項目設けていただきましたので、非常に

分かりやすくなったかと思います。 

 最後に、参考資料１なんですけれども、ちょっとこの扱いが私は分かっていないんです

が、温暖化計画に従って書かれているとするとそれでいいのかもしれませんけれども、今

後、せっかく７つの重点分野というのをつくられたので、その施策に従って将来的に、す

ぐとは思いませんが、この項目が整理されると予算とかＫＰＩとかがついてきて非常にい

いのではないかというふうに思いました。 

 本日はありがとうございます。授業とかの関係で先に発言させていただきまして、あり

がとうございます。 

【山内座長】  どうもありがとうございました。 
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 この会議は委員の方がたくさんいらっしゃるので、一問一答でやっていると時間が限ら

れてしまう、時間が不足してしまう。ですので、御意見いただいて、最後に事務局からそ

れに対するコメントを御回答いただくという形にさせていただこうと思います。 

 それでは、次は塩路委員ですね。御発言ください。 

【塩路委員】  まだそれほど十分に読み込めていなくて申し訳ないんですけれども、今

御説明いただいたところで、特に資料１の概要が資料２のまとめになっているというふう

に理解していたんですが、よく見るとどちらにもあるものとないものがあるなと思いまし

た。すごく細かいことで申し訳ないんですけれども、例えば主な社会課題です。資料２で

は交通空白とか国土利用上の課題が記載されており、交通空白がかぎ括弧の中に入ってい

るのはちょっとおかしいですが、これらも結構重要だと思うので、資料１で担い手不足等

の等に含めるのではなく、もうちょっとここを詰め詰めにして、同じように資料１に書き

込んでもよかったかなと思いました。ちょっと細かいことです。 

 もう１つ細かいことを申し上げると、資料１の横断的視点の中に予見可能性の確保と書

かれていて、これは一体何かなと思いました。資料２のほうを見ると、結局、民間の脱炭

素投資などの促進に必要な予見可能性の確保なんですよね。資料１を見たときにぱっと分

かるように民間投資を呼び込む予見可能性の確保とか説明を足しておいていただけると、

予見可能性の確保というのだけではここだけ見て少しよく分かったかなと思いました。 

 次は、日本版ライドシェア等の話を追記していただきまして、ありがとうございます。

資料２の重点４のところです。ただし、ここだけが物すごく小さい字で案文の中の文章が

そのまま書いてありますが、これは多分書き換えられるんですよね。ほかのところとテン

ポを合わせるように、もう少しまとめた形でキーワードをうまく拾い上げて大きめに書け

ないかなと思いました。 

 また、少し戻りますけれども、資料２の４ページ目の重点１です。ここに道路交通の適

正化と左下にあって、渋滞ボトルネックの解消とあるんですけれども、全体的にＭａａＳ

の概念があまり書かれていないように思いました。ＭａａＳもある意味交通同士の連携で、

これはもちろんかなり進んでいるわけですけれども、それをここに書き込んでいただけれ

ばありがたいなと思いました。 

 それと、資料１と資料２と案文とを見比べながら見ていて、資料１の一番上の段が案文

の第１章、２番目が第２章、３番目の重点分野が第３章なんですけれども、資料１の重点

分野の４だけが資料２の重点４の書きぶりや案文の内容とちょっと違うというか。要する
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に、資料２の重点４では地域資源を活用したエネルギーの創出・地産地消と、持続可能な

地域の経済社会システムの構築、この２つが書き込まれており、これがすごく大事なので

はないかなと思うのに、資料１のところにないんです。ほかの重点分野はみんな資料１の

概要に書き込まれているので、ぜひ資料１の重点分野４にもこの言葉を引用してほしいな

と思います。資料１に、あまり紙面の余裕がないということであれば、３の循環のグラフ

がほかに比べてすごく大きい空間を占めているので、もうちょっと圧縮してスペースを空

けて、重点領域４もほかのところと同じような形で、重要な単語というか、文章を書いて

おいてほしいなと思いました。細かいことばかりでごめんなさい。 

 最後に田辺先生が言われていたように、参考資料１の扱いなんですが、分野の関連の施

策一覧は実際に環境行動計画を具体化するに当たっての物すごく大事なところだと思うん

ですけれども、今直している少し細かいところや追加された分野も含めて、それが全部反

映された後のものなんでしょうか。それだけちょっと確認しておきたいなと思いました。

結局、最終的にはこれが大事で、、うまくいっているか評価して、ＰＤＣＡを回すためには

すごく大事なところで、まとめになると思いますので、その辺りを確認させてください。 

 そういうことで、よろしくお願いいたします。以上です。 

【山内座長】  ありがとうございます。 

 それでは、次は中村委員です。どうぞ御発言ください。 

【中村委員】  ありがとうございます。 

 資料１が分かりやすいと思うんですが、全体の図ですね。今回は、気候変動適応という

のが大きな軸になっていて、それはすごくよかったと思うんですが、その適応策そのもの

が環境とどういう形で結びついていくんだというのが文章側にうまく反映されているのか、

ちょっとそこが気になりました。例えば、ここで言うと流域治水のことが随分書いてあっ

て、流域治水の中で例えばグリーンインフラを配置したり、生態系ネットワークをつくる

ということはもう附帯決議として書かれているんですよね。ですから、７つの重点分野を

うまくつないだ形で文章のほうを変えていただきたいなというふうに思います。この資料

１としては、全体像を表さなければいけないので、どうしても離れた場所に記載がいって

しまうんだと思うんですが、グリーンインフラのところは特に適応策としても位置づけら

れているので、環境と治水を同時に達成していくような、そんな内容だと思いますので、

ぜひそういう形で文章のほうを変えていただきたいと思いました。同時に、環境価値が評

価される市場創出は、多分これはまたグリーンインフラの認証的なところと結びついてく
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ると思いますので、そこもやはり結びつきが分かるような書きぶりにしていただけたらと

思いました。 

 それから、全体的に適応策のところで治水対策として流域治水が前に出てきているんで

すが、例えば渇水とか水利用に関しては今現在、流域総合水管理という委員会が進んでい

て、治水だけではなくて環境も利水も流域レベルで統合していこうといったような、イン

テグレートしていくといったような、そういった内容になっています。これは水局と相談

していただいて、もし可能ならば、流域治水をさらに一歩進めた流域総合水管理について

も書いていただけるといいのかなと思いました。 

 以上、２点です。ありがとうございます。 

【山内座長】  ありがとうございました。 

 大久保委員、どうぞ。 

【大久保委員】  ありがとうございます。 

 ３つに分けてコメントをさせていただきたいと思います。まず、資料２は、先ほど座長

からお話がありましたようにかなりの力作になっていって、一生懸命それぞれの委員の指

摘に応えてくださっているという印象を持っております。それを前提にして３点です。 

 １点目は、今回資料３が出てきて、本文を見てみると落ちている用語があるのではない

かという観点です。例えば、本文の３ページでは環境基本計画のことが書かれているので

すけれども、今回の計画との関係で重要なのは、この環境基本計画の中に絶対的デカップ

リングという考え方が出てきていることだと思います。すなわち、豊かさや経済的な付加

価値が拡大しても環境負荷の総量がむしろ減少する社会を実現するという絶対的デカップ

リングの考え方が、生物多様性で言えば自然再興という考え、ネイチャーポジティブにな

り、気候変動で言えばカーボンニュートラルになっていくということだと思います。です

ので、この用語が必要ではないかということです。 

 また、これを実現するためには、各種の仕組みが必要ということになるわけですけれど

も、仕組みのところを見ますと効率性の話は出てくるのですが、環境効率性という用語が

本文に出てきていません。環境効率性という用語を入れて、その環境効率性がきちんと各

種のプロセスの中に組み込まれる仕組みを確立するということが重要であると考えます。

そういたしますと、私はずっとＳＥＡやＳＡのことを申し上げてきたのですけれども、そ

れよりももっと前の部分で今ある仕組みについて環境影響評価、アセスメントのことが全

く出てこないのです。事業レベルでは、やはりアセスを活用して環境負荷をできるだけ削
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減、低減する、あるいはプラスをつくっていくということだと思いますので、環境影響評

価の活用ということを入れていただきたいと思います。ここではプロアクティブな、積極

的な活用という意味です。 

 それから、様々な軸での評価というところでは民間の取組として、例えば建物でいいま

すとＣＡＳＢＥＥは元からあるわけですが、ＣＡＳＢＥＥも出てきません。それから、海

外で使われている指標としてのＬＥＥＤとかＳＩＴＥＳといったような、環境面を全体と

して街区あるいは建物で評価していくといったような指標のことが全然出てきません。あ

るいは国交省自体も関わったものとして、スマートシティの評価指標なども持続可能性と

いう観点では資料をお作りになっていると思います。そうしたものの展開、活用、あるい

はそれについて課題があるのであれば課題が何かということも率直に書いていただいて、

そしてその課題に対してどう対応していくかという視点が必要ではないか。これが落ちて

いるかなと思っていた点ですので、こうしたキーワードを入れていただければと思います。 

 ２点目は、本文の５９ページで先ほどお話がありました率先行動部分です。これは公共

調達で書いていただいているのですけれども、公共調達はもとより、インフラの整備の在

り方そのものも民間に率先してグリーンインフラを活用していくといったような視点も組

み込んでいただければと思います。すなわち、公共調達をして造っていくインフラの計画

自体において、率先取組をしていくという視点です。また、工事のやり方自体についても、

アダプティブな工事方法とか、現在国交省の取組の中で大変注目すべき各種の先駆的なや

り方が出てきていると思いますので、そういうものをきちんと入れ込んでいく、伸ばして

いくという視点が必要ではないかと思います。 

 ３つ目はブラッシュアップしたほうがいいかなと思う部分です。環境との関係を大分明

確に整理していただいていますので、ブラッシュアップ部分ということになるのですが、

例えば１３ページに交通空白の話が出てきます。交通空白と環境との関係というのがちょ

っと分かりにくいかもしれませんが生物多様性で例えて言えば、生物多様性の危機のうち

の一つは、里山等に対する人の手入れが減少しているといった人の関わりの減少です。そ

うしますと、交通空白地域をなくしていくことによって、きちんとそこに人が住めるよう

にしていく。それは、人と自然との関わり、維持保全する担い手をその場所において確保

していくということにつながっていくのだと思います。これは一つの例ですけれども、そ

うした視点を大分入れていただいているのですが、まだつながっていないところがあると

すると、今言ったようなところをつなげていただければと思います。 
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 これで３点なのですが、あとはすごく細かい点です。資料２の２ページ目で、社会課題

が２枚目に出てきています。この社会的課題で、①は人口減少とか課題の中身を書いてい

るんですが、②の国土利用上の課題だけ課題の中身が分からない。本文を見ますと国土利

用の非効率化等ということが主だと思うのですが、非効率化というのが何を意味するか。

ひょっとすると、先ほど言ったような視点を踏まえると非効率でない場合もあるのだと思

うのですけれども、ここは中身が見えるような単語に換えていただくのがいいかなと思い

ます。非常に細かい点で恐縮です。 

 以上でございます。 

【山内座長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、次は竹内委員ですね。どうぞお話しください。 

【竹内委員】  ありがとうございます。 

 御説明いただきまして、ありがとうございました。本当に精力的にまとめていただきま

して、どんどんブラッシュアップされていると思いますし、例えば省エネを大分前に出し

ていただいているということ。これが今までももちろん記載があったわけですけれども、

大分前に出していただいた感触を受けております。ＧＸ基本方針の議論のときにも、施策

のトップに実は省エネを持ってきています。いろいろ新しい技術へのチャレンジですとか、

新しくて大きなことというのが議論の中核になりがちなんですけれども、例えば家庭の生

活の中から出るＣＯ２削減には、まさに先日、ヒートポンプの給湯器が販売台数累計１,０

００万台を超えたということを記念するイベントがあったと報じられていました。このよ

うに一見とても地味な、地味というのは要は社会実装に最も近いということなので、こう

した技術の普及をちょっと後押しするということが極めて効果的だと理解しております。

順番のことかもしれませんけれども、そこに込められたメッセージを含めてとてもよくま

とめていただいているなというふうに思います。 

 ただ、さらに頑張られるということですので、幾つかコメントをさせていただきます。

まず、政府のメッセージとしての統一性を保つということであれば、やはりはじめにのと

ころでＧＸ２０４０ビジョン等について触れていただければなというふうに思います。 

 また、言葉の揺れも散見されるといいますか、例えばＧＸ製品とか環境物品といったよ

うなちょっと類似したような言葉、これは使い分けておられるのであれば使い分けるとい

うような形が必要だと思いますけれども、多分同じような意味合いで、表記の揺れと言う

んでしょうか、あるように見受けられました。すみません。私の読み方も大変雑なので理
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解が追いついていないかもしれませんけれども、先ほど挙げた例で申し上げれば、ＧＸビ

ジョンに倣ってＧＸ製品ということで統一していただくのがよいのではないかと思います。 

 ここからは、資料３のまさに案文に沿って申し上げますけれども、６ページの２つ目の

ポツだったかと思うんですが、ＧＸ実行会議で議論をされて閣議決定されたビジョンのほ

うです。これに触れていただいているんですけれども、この閣議決定で国交省さんが最も

期待をされていたのはＧＸ製品の公共調達の推進かなというふうに思います。このときの

閣議決定では、公共工事においても低炭素型コンクリート、グリーンスチールなどのグリ

ーン建材について積極的な活用方策を検討していくというふうに書かれています。国交省

への期待がまさに表れた部分だと思いますので、こういったところの記載をぜひ引用して

いただければというふうに思います。 

 また、この文章の中では低炭素型コンクリートとグリーンスチールという形で建材が両

方入っているんですけれども、資料１のポンチ絵のほうでも、あるいは資料３の案文のた

しか２５ページだったと思うんですが、そこではセメント、コンクリのことのみの記載に

なっています。これは、昨日、事前連絡をいただいて自分で、あれ？ ちょっとグリーン

建材、建物を建てるときには骨格としての建材があって、それでコンクリとかセメントと

かがあって、まさに両方で成り立つわけだけれども、建材とかのほうのＣＯ２排出量のほ

うが多いというふうに私は認識していますが、何でそっちだけが落ちているんですかとい

うことでお伺いをしました。自分で申し上げておいて間違っていたらいけないなと思って

改めて資料を当たったのですけれども、そうしましたら令和４年８月の社会資本整備審議

会の技術部会の資料で、我が国の１割強を占めるインフラ関連の排出の中でもセメント関

連が３.８、鉄鋼関連が６.４ということなので、やはりセメントのところにつけた等で鉄

材とかを読ませるというよりは、きちんと両方触れていただいたほうがバランスが取れて

いるというか、ああいう形になるのではないかというふうに思います。 

 続いてなんですけれども、今回の行動計画で建物のライフサイクルカーボン削減に向け

た促進というところ。ここがかなり算定とか評価手法の構築、これは実は経産省さんが今

立ち上げているカーボンフットプリントの研究会でも議論しております。こういったとこ

ろを国交省さんにリードしていただいて、連携をしてやっていただくというところを非常

に前向きな動きだというふうに受け止めました。これは感想でございます。 

 もう１点だけ申し上げますけれども、先ほどＧＸ２０４０ビジョンとの整合性というこ

とで申し上げたんですが、今日お送りいただいた資料間の整合というところも重要だと思
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っております。それだけ最後に１点申し上げて終わりたいと思います。資料１のところで

先ほど私が申し上げましたグリーン製品の公共調達促進というのを項目を立てて入れてい

ただいていますけれども、資料２の目次であるとか重点６の部分、こういったところにも

入れていただく必要があるのではないかなというふうに思いました。資料３の本文では、

６０ページの政策の方向性に書いていただいてはいるんですけれども、６１から６３の主

な施策のところを読んでも出てきません。私が古いバージョンを読んでいるとか、そうい

ったところで今は書かれているといったようなことであれば申し訳ないんですけれども、

私が少なくとも昨日お送りいただいたバージョンで読んだところでは、６０ページの政策

の方向性には書かれておりますが、６１から６３の主な施策のところには記載が見つけら

れなかったというようなところ、こうした資料間あるいは資料内部での整合性というとこ

ろも含めて見直しをしていただけるとありがたいというふうに思いました。 

 私からは、以上でございます。 

【山内座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ウェブで最後になります。伊藤委員、どうぞ。 

【伊藤委員】  ありがとうございます。 

 私としては、内容は非常にすばらしくて、読んでいてとても納得感のあるものに仕上が

っているなと。これを読みながら、実現していくとかなりのカーボンニュートラルに近づ

く非常にすばらしい計画だなというふうに思いながら読んでおりました。 

 中身のほうで、１点だけ。各章随所に金融との連携というのも書いていただいて大変感

謝しているんですけれども、５０ページの既存住宅の改修とか改修の促進という部分の環

境整備というところで、もう一押し金融との連携というようなところを書いていただくと、

一般の人がどういう住宅を選ぶのかというときに一つの指標になっていくのかなという気

がします。 

 ただ、先ほどカーボンフットプリントの話がありましたけれども、全体的に改修をして

省エネになるのか、それとも、やはり新しく建てて最新の省エネ機構を入れていくほうが

実は脱炭素になるということもあると思います。その意味ではカーボンフットプリントと

いう考え方というのは非常にやはり重要で裏づけにもなっていくので、そこを含めた上で

のどちらを選びやすいのか、それを金融面でも支えていただくというところが必要かなと

思いながら読ませていただきました。 

 内容的には私はもうこれでいいのかなというふうに思っているんですけれども、あとは
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今後のことということで、御説明もいただいた中で、いかに一般の人あるいは会社を巻き

込んでいくのかというところがすごく大事なポイントになってくるのかなというふうに思

っております。その意味では、国交省さんは本当に最先端のデータというのを持っていら

っしゃると思うんです。まだ企業の中では、これを自分ごととして捉えられずに、もう一

歩行動に踏み出せていないというところがあると思います。これは適応にも通じるところ

だと思うんですけれども、危機感がないというか、そういうところがあると思います。で

すので、国交省さんのほうから本当に今後の気候変動へのシミュレーションも含めた細か

いデータというか、分かりやすいデータを出していただくということで、それを共有する

ことで企業、それから個人も取組が進んでいくというところがあるかなというふうに思い

ます。そこはやっていただければというふうに思います。 

 それから、地方創生のことに関してもかなり踏み込んで書いていただいて、やはり地方

というのはどちらかというと、東京と地方でいうとみんな地方よりも東京を目指してきた

というこれまでの流れがあったんですけれども、やはり循環型社会、それからグリーンイ

ンフラ、そしてエネルギーが自立できるということ。こういう地域の中で自立できる中で

の暮らしそのものに対する共感というものは、やはり醸成されていくということがひいて

は分散になっていくと。そこの部分もウェルビーイングという言葉で書いていただいてす

ばらしいなと思ったんですけれども、今後はやはりそういう機能を高めていくためにその

地域での取組というのをもっと発信をしていって、その気持ちが醸成されていくというよ

うなことをやっていっていただく必要があるのかなというふうに思いながら拝見しており

ました。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

【山内座長】  ありがとうございました。 

 先ほど最後と言って申し訳ありません。髙村委員がいらっしゃいました。髙村委員、ど

うぞ御発言ください。 

【髙村委員】  ありがとうございます。遅れて入室しまして、大変失礼いたしました。 

 まず、事務局はこの間の多様な議論を丁寧に反映させて取りまとめに向けて作業を進め

ていただいたこと、私自身もお礼申し上げたいと思います。特に本文というか、計画本体

のほうの細かな文言で若干気になっているところは、事務局に別途お伝えをしたほうがい

いかなと思っております。そういう意味では、全体に関わるところで、特に行動計画本文

には記載がないわけではないんですけれども、これまでの御発言にもありましたように、
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やはりこれをうまく伝えて計画の実施を各主体にお願いをしていくときに、１つには概要

あるいは概要案、概要版のところで、本文にありながら盛り込まれていない、あるいは見

えにくくなっているところが若干あるようにも思っておりまして、そういう観点から３つ

ぐらい申し上げたいというふうに思っております。 

 １つは、今回議論している行動計画の価値と言いましょうか、重要性について本文の中

かもしれませんが、とりわけ概要案のところにはもう少し盛り込んでいただけないかなと

いうふうに思っております。それぞれの必要性、重要性は、さっき申し上げたように行動

計画本体には書かれていますけれども、やはり国交省さんの国交間の行動計画というのは

国が２０５０年ネットゼロに向けて脱炭素化の目標を明確に掲げる中で、やはりインフラ

をはじめとした国交省さん所管の様々な脱炭素化に向けた取組の成功なしにはこうしたネ

ットゼロの目標、あるいは関わって自然保全、あるいは循環経済等々が掲げる重要課題の

達成というのは難しいということをもっと強調されてもいいのではないかと思います。特

に書いていただけるといいと思うのは、単に国交省さん所管、あるいは国交省さんの所管

されている政策や事業分野だけでなく、国交省さんが対応されているインフラや業態。例

えば、輸送もそうですしインフラもそうですけれども、日本で経済活動を行う企業の排出

量にも非常に大きな影響を与えるという意味で、日本の産業競争力、企業の国際競争力に

も非常に大きな影響を与えるという意味で、極めて重要性が高いという点はやはり言及を

していただけないかなと思っております。 

 もう１つは、今回の行動計画の重要性として、あるいはその価値として触れていただき

たいのは、これも本体には書かれているんですけれども、高度成長期において造られたイ

ンフラの寿命がきて、やはり老朽化更新というのが非常に大きな社会課題にも、現在でも

そうですけれども、これからなっていく。そういう意味では、インフラの更新のタイミン

グに脱炭素と整合し、自然保全、それからレジリエンスの課題にも対応するインフラを造

っていくことの重要性ということをぜひ記載いただけないかなというふうに思っておりま

す。これが１点目です。 

 ２つ目は、先ほど大久保委員からも御指摘があったところに関わります。重要課題の７

つ目に入るのかなと思います。あるいは、場合によってはそれぞれの課題に応じた記載ぶ

りもあるかと思うのですが、これらをかなり統合的に進めていかなければいけないという

のが問題意識として今回の行動計画にあると思うんですけれども、これを実現するための

横断的な手法あるいは政策というものを検討していただけないか。あるいは、実際にそう
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いう手法を展開するという方向性を示していただけないかなというふうに思うところです。

１つは、大久保委員からもありましたけれども、やはりこういった自然共生型で、しかも

脱炭素でレジリエントなインフラあるいは地域をつくっていこうと思うと、構想や計画段

階からそうした課題にちゃんと統合的にアプローチできているのかということをしっかり

施策評価をして計画を進めていくような、いわゆる戦略アセスといったような手法を取っ

ていくということは非常に重要だと思います。そういう意味で、今は１つの例として戦略

アセスを申し上げましたけれども、もう１つ、私がどこかで申し上げた気もしますが、国

交省さんの様々な補助金なり支援策において、こうした統合的な課題に対してしっかり取

組が行われているかということを確認して補助金支援を出していく、クロスコンプライア

ンスの仕組みというのは、やはり具体的に検討いただき実施ができる課題ではないかと思

います。これは横断的な手法という意味では重点課題７に入ってくるかと思いますけれど

も、ぜひ今挙げた例２つを検討いただけないかというふうに思います。 

 最後は、フォローアップの点です。今回は行動計画をつくっていって、それぞれ担当の

ところで実施をされていくと思いますけれども、やはりそれが具体的にどう進捗していく

のかということをしっかり確認し、評価をしていくことが必要だと思います。温暖化対策

本部の下での進捗のフォローアップはもちろんあるわけですけれども、同時に国交省さん

の所管のこうした施策がどう進んできていて、何が課題で追加的な施策が必要なのかとい

うことをやはり定期的に、例えば少なくとも一年に一回はしっかり議論をする場というも

のが必要ではないかと思いまして、フォローアップについてもぜひ記載をいただきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

【山内座長】  ありがとうございました。 

 ウェブの方はこれで全員御発言いただいたことになりますので、対面でこちらにいらっ

しゃる方の御発言ですが、どなたから行きますか。 

 どうぞ。 

【勝見委員】  勝見です。よろしくお願いいたします。 

 大変立派と言いますか、迫力のある行動計画案を短時間でおまとめいただいたというこ

とで、敬意を表したいと思います。どうもありがとうございます。 

 大きく２つございまして、１つはほかの委員の先生からもコメントがございましたけれ

ども、資料３の１７ページからの基本的な取組方針ということで、前回の委員会でも率先
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垂範という言葉がございましたが、ここでは１つ目の丸の５行目で支援、規制等の様々な

手段を用いてとございます。支援、規制等の等の中に国交省さんの直轄と言いますか、直

接のお仕事が入るのかどうか。もうちょっとここを強くしていただいたほうがいいのかな

と思いました。少し下を見て、３つ目の丸の２行目で現場を持つ強みと書かれているので、

これを読めば国土交通省さんの意気込みとかスタンスが分かりますけれども、やはりその

上の１つ目の丸ということでもございますので、様々な手段の中に率先垂範が分かるよう

な表現にしていただいたらどうかというのが感じたところです。 

 ２つ目ですけれども、私が主に勉強させていただいている建設リサイクルの関係で土、

建設発生土のことを明記していただいているということで、どうもありがとうございます。

５年前の建設リサイクルの推進計画、あるいは４年前の熱海の土石流災害を受けての国土

交通省さんの中での様々な取組を基に、これからも土周りをしっかりやっていかないとい

けないということかと思いますので、いろいろな制度整備は進んでいますけれども、それ

で終わりということではなく、これからが大変重要だという認識でおります。 

先ほどの現場を持つ強みということからすると、現場のほうは苦労されているということ

で、この点をこの会で申し上げようか、申し上げまいかと思っていたんですが、６０ペー

ジも超えるような行動計画なので、何を言っても、いろいろなことを言ってもいいのかな

と思って言わせていただきます。 

 環境意識が高まると、必ずしも建設リサイクルが進むとも限らないです。むしろ逆の場

合もあって、例えば土の場合ですと、ヒ素や鉛を自然的に含む、あるいはコンクリートの

再生材、スラグといったもので六価クロムの問題等、大変御苦労をされているということ

かと思います。力学的に十分使用に耐え得る材料であっても、そういった側面で現場で使

うということがちゅうちょされてしまうと。実際には使い方によって、あるいは環境条件

によって安全に使うことができて、それは建設リサイクルだけではなくてカーボンニュー

トラルにもほかのところにも貢献するというようなこともあって、そういったところをか

なり出来上がっているところのどこに書き込むんだということがあるので、要するに行動

計画の大きな流れとは少し外れるかなとは思うんです。けれども、６番目の環境価値、環

境意識とか環境行動変容とかといったところもございますので、ひょっとするとそういう

ところに絡めて、現場支援という点でもそういうことについての御議論を少し考えていた

だくようなこと、環境の評価の多様性と言いますか、いろいろな側面があるというところ

についても少し改めて、私はふだんから考えているものですから、今回これを読ませても
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らって気になったということで発言をさせていただきました。あくまでも発言ということ

で捉えていただいても結構かと思います。よろしくお願いいたします。 

【山内座長】  ありがとうございます。 

 それでは、村山委員、お願いいたします。 

【村山委員】  村山です。 

 改めて、国交省さんが関わっている行動計画というのは非常に広くて重要で、そこをよ

くまとめていただいたなと思います。 

 ちょっと最初は細かいんですけれど、４６ページのインフラの長寿命化の推進というと

ころで、これはインフラの長寿命化というところでいろいろ技術開発をやられている方か

らすると、この廃棄物発生の抑制という観点で長寿命化の技術の開発というところはあま

り思っていなくて、これは非常に新しい観点で、そういった方々の背中を押すような項目

かなと思いました。なので、ここにそういった長寿命化の技術開発という、そこの促進と

いう面もあるのかなと思いますので、そういったところをもし付け加えていただけるなら

ばいいかなと思いました。 

 あと、もう１つは同じく文案のほうですけれども、６０ページですか。御説明のところ

でフォローアップから、それが単なるフォローアップではなくアクションまでつながるよ

うにといったところで、やはり環境価値の見える化というところがとても重要なのではな

いかなと思っています。少し直感的に、今はまだちょっと薄いかなと。後ろのほうなので

力尽きてしまったかもしれませんが、ここは結構重要かなと私は思っています。しかも、

今はやはりデータとかデジタル化とかいうところがこういったところで生きるところかな

と思いますので、例えば私のあれだと船舶がないとかいろいろ限られているかなと思うと

ころと、やはりここを充実させた形で書いていただけるといいなというふうに思いました。 

 最後ですけれども、いろいろ国際海運の国際ルールというところで、ところどころ国交

省さんの役割が書かれているんですけれども、４月に国際海事機関のＩＭＯで海洋環境保

護委員会、ＭＥＰＣの８３で、これはかなり歴史的と言うか画期的な、まだ採択されてい

ませんが、要はＧＨＧの排出のところで基準値を超えているところの船には課金すると。

規制値を超えた船にはさらに課金するということで１トン１００ドルとか、さらに超える

と１トン３２０ドルとか、そういった画期的なルールが、これは内航ではなくて国際海洋

のほうですから、実際に関係ないと言えば関係ないというところです。ただ、ルールづく

りというところでは、私からすると、ＩＭＯがそういった産業からお金を集めると相当な
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額になるはずで、報奨金という形でこれをまたバックしていくわけですけれども、どうい

うふうにお金を使われるのかというのが、恐らくいろいろな国の思惑がぶつかり合うはず

です。場合によっては、日本の産業にとっても物すごく大きな影響を与える可能性がある

ので、ここをぜひ国交省さんにグリップしていただく必要があるかなと。ここは、どうい

う書き方をすべきかというのはあれですけれども、重要な点かなと思います。ＭＥＰＣの

こういったルールについては結構大きい話ですので、背景のところにも書いていただいて

もいいと思いますし、これの対応というところで、やはり環境行動というところでも国交

省さんの役割としては重要だと思います。なので、ここは担当局とちょっと相談してくだ

さい。よろしくお願いいたします。 

【山内座長】  ありがとうございます。 

 それでは、石田さん、どうぞ。 

【石田委員】  ありがとうございます。 

 まず、国土形成計画、とりわけ地域生活圏についてかなりページ数を割いていただきま

して、ありがとうございます。あまり褒める人がいなかったので、感謝申し上げます。 

 その上で、もうちょっと頑張って書いていただけないかという点ですけれども、１７ペ

ージに、最初の塩見局長の御挨拶どおり、リードをして頑張るんだということを書いてい

ただいているんですけれど、課題面で、例えば国土利用上の課題は都市のスポンジ化だけ

なのかとか、山林の荒廃とか、これはいろいろな意味で環境に関係していると思うんです。

林野さんの逆鱗に触れると大変なことになるので、その辺は気をつけていただくんですけ

れども、やはり連携とか協働ということを言っているわけですから、その辺はいい表現で

お願いできればなというふうに思います。同じところで、モビリティー系でも、やはりＥ

Ｖが経産省さんとどういうふうに連携をするかみたいなところで、もうちょっとそういっ

た意味の課題感をにじませてもいいのかなというふうに思いました。書ける範囲で結構で

ございますので、お願いしたいと思います。 

 もう１つは参考資料１の課題別環境関連施策一覧のところで、これはいつも議論になっ

てなかなか難しいところではあるんですけれども、ＫＰＩの置き方です。例えば、２ペー

ジのコンパクト・プラス・ネットワークの推進で立適を策定した市町村数とありますけれ

ども、努力した結果、こうなりましたよという担当者のお気持ちは重々分かるんですが、

それが本当にどういうふうに役立ったのかということは何ら表さないですよね。あるいは、

その次にスマートシティ数というのがありますけれども、スマートシティは誰がどう決め



 -30-

るのか何の定義もないので、このスマートシティ数という指標そのものにあまり意味がな

いようにも思います。ちょっと訳が分からないのが、６ページの省エネ車両の導入、普及

促進で、エネルギー使用に係る原単位の改善率とありますが、これは何なのかと思います

よね。それとか、同じようなものが地域公共交通利便増進計画の作成件数。これもインプ

ット指標でありますし、流域治水はそういったもののオンパレードなので、原課の皆さん

の協議、調整が必要ですけれども、もうちょっと何とかならないのかなというふうに思い

ます。ここは、やはりドライブしていくと非常に大事なところでございますので、まだ時

間の許す範囲でいろいろ御検討、協議いただければと思いました。 

 以上です。 

【山内座長】  ありがとうございました。 

 ほかに、追加的に御発言の御希望がある方はいらっしゃいますか。大丈夫ですか。 

 それでは、たくさん御指摘が出ましたけれども、事務局、清水課長としての心の内をち

ょっとお願いいたします。 

【清水環境政策課長】  本当に貴重な御意見を賜りまして、御意見をいただくのは本当

にありがたいことでございまして、ここまで大部な資料を御覧いただいて、ここまで御意

見をいただけるというのは本当にありがたいことだなというふうに思っております。協議

いただきました御意見を踏まえて、可能な限りこれも反映させて、少しでもいい計画にし

ていきたいという思いでございます。少しだけお時間がございますので、委員の先生方か

ら御指摘いただいた点について少しコメントをさせていただければと思います。 

 田辺先生のほうから、まずサマリーでの記載について。本文のところでございますけれ

ども、本文のはじめにというところと第１章の関係、そういったところの重複なんかもあ

ろうかと思いますので、そこはしっかりと重なりも整理しながら、本文の記載ぶりをさら

にブラッシュアップしていきたいというふうに思います。 

 それから、国際展開の辺りについて。今は、国際展開の記載もインフラのメンテナンス

の海外輸出ですとか様々記載をさせていただいているんですが、確かにおっしゃるとおり、

ＧＸの関係ですと、私ども国土交通省としても、道路または海運、港湾、様々な形でのＡ

ＺＥＣの取組も進めておりますので、そういったところをしっかりプレイアップしていく

ことも大事かなというふうに思っております。 

 それから、複数の先生から別冊の関係を御指摘いただいております。ここは、本日も未

定稿という形で出させていただいております。もちろん決定に向けましてしっかりブラッ
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シュアップをしていきたいと思います。趣旨としましては、重点の本文の案文のほうにつ

きましては、特に縦というよりもむしろ横というのを意識しながら、分野間の連携も含め

ながら整理をさせていただきました。一方で、例えば各業界さんあるいは各自治体さんの

御担当者の方からしますと、今度は縦での施策も見たいという御意見もあろうかと思って

います。そういった縦も意識しながら、施策の重点だけではなくて、あらゆる施策をでき

るだけ掲載していきたいということで、一覧性参考資料ということでまとめていきたいと

いうふうに考えております。中身につきましては、またブラッシュアップをさせていただ

きたいというふうに思っております。 

 それから、塩路先生のほうからも交通空白ということで、今度は資料１と２の整合性に

ついてありました。すみません。資料１、２、３の整合性が多々図れていない部分がある

ことは事務局としても重々承知、認識をしておりますので、決定に向けてしっかりと全て

の整合性を図っていきたいというふうに思っています。 

 あとは、幾つかクローズアップについてありました。例えば、ライドシェアというのを

小さい字ではなくてもっとクローズアップをするべきではないか。そういった強調すべき

点を幾つかいただいてございます。ＭａａＳもしっかり重点１の概要のほうに記載すべき

ではないか、そういった強調すべき点については引き続き検討しまして、資料１、資料２

につきましてもブラッシュアップを図っていきたいというふうに思ってございます。 

 それから、中村先生からグリーンインフラにつきましても、今は２章、重点２のほうで

熱く書いておりまして、適応のほうであまり出てきていないという御指摘はおっしゃると

おりでございます。再掲の仕方なんかも含めまして、しっかり適応する社会の施策として

も重要なんだというプレイアップができるように、ここはちょっと工夫をしていきたいと

いうふうに思います。 

 それから、流域総合水管理という流域治水を一歩進めたキーワードをどう示してくかに

ついては、原局とも相談しながらしっかり位置づけをしていきたいと思っております。 

 それから、大久保先生のほうからキーワードをまたいただいております。絶対的なデカ

ップリング、または環境影響評価としての活用。それから、御指摘のとおり、確かにＣＡ

ＳＢＥＥ、ＬＥＥＤ、ＳＩＴＥＳといったような様々な評価の指標系のお話、ここも盛り

込まれていない点かと思います。ここも工夫して対応をしっかりしていきたい、キーワー

ドを対応していきたいというふうに思ってございます。 

 それから、竹内先生のほうから、ＧＸ２０４０ビジョン、ここは今の２０４０年までの
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ビジョンということで、直近の２月１８日に閣議決定されたビジョンをもう少し前面にと

いうことで出していきたいというふうに思います。そこも記載ぶりを工夫していきたいと

いうふうに思ってございます。 

 公共工事につきましても、ビジョンの記載の内容、公共調達のところの記載につきまし

ても、そこは国土交通省への期待感ということかと思いますので、そこの記載も含めて事

務局でまた検討をしていきたいというふうに思っております。 

 資料間の整備につきましては、全体の統一感をつけていきたいと思います。 

 それから、伊藤先生のほうから金融との連携ということで、これは住宅の関係でござい

ますけれども、もちろんＪＨＦの支援策もございます。そういった金融政策との連携とい

うのをクローズアップしていくということで、ここも工夫をしてまいりたいというふうに

思っております。 

 それから、髙村先生からも幾つかキーワードをいただいております。国際競争力への影

響があるという点は確かにちょっとまだ弱い部分もあろうかと思いますので、ここもしっ

かりプレイアップをしていきたいというふうに思います。 

 それから、横断的な手法に関する検討ということで、宿題をいただいております。コン

プライアンスを含めて、時間が許される限りできるだけ検討をして、横断的な手法をどこ

まで書けるかということを内部でも検討を進めていきたいというふうに思っております。 

 フォローアップにつきましては、本文の先ほどの記載のところで施策を充実させていく

ということで記載をさせていただいているところでございます。 

 勝見先生から、直轄の最初の基本的な取組方針の書き方ということで、支援、規制等を

どうしっかりクローズアップできるか、省内でもしっかりと検討し、ここも工夫をしてい

きたいというふうに思っております。 

 それから、環境評価の多様性のところで、６の市場のところでどういう記載ぶりができ

るか。ここはしっかり受け止めさせていただいて、変えていきたいというふうに思ってご

ざいます。 

 それから、村山先生のほうからインフラメンテナンスのところについても御意見賜りま

して、ありがとうございます。長寿命化のところでの技術開発の点にもメンションできな

いか、そこは原局、原課ともよく調整をしてまいりたいというふうに思っております。 

 それから、最後のほうは力が尽きて、頑張って重点６、７までいきましたが、まだまだ

弱いという御指摘かと思います。環境価値の見える化のところの可能な限りの充実、検討
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を進めていきたいというふうに思います。 

 ＩＭＯでのルールづくりの点につきましては、海事局ともよく検討してまいりたいと思

います。背景の部分、それから施策の部分をどういうふうに書いていくのか、よく検討、

相談していきたいと思ってございます。 

 それから、石田先生のほうから、山林、モビリティーで課題感というところ、どういう

書き方ができるのかを含めて、６月の決定を目指してございますけれども、ここも検討を

しっかりしていきたいというふうに思います。 

 別冊につきましても、しっかり精査をしてまいりたいと思います。 

 事務局からは以上でございますが、基本的に修文を可能な限り、まだまだ足りない点が

あるというふうに御指摘をいただいて、大変ありがたい限りでございます。時間内にでき

る限りの努力を続けていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【山内座長】  ありがとうございました。 

 さすがにこれだけの委員の方が真面目に読んでコメントをするとたくさんのことが出て

くるということではありますが、基本的に皆さん建設的な御意見だったと思うんです。こ

れをよくするということだったので、今、事務局の課長が全面降伏という形を取ったわけ

です。全面降伏というか、それをうまく使っていただいて修文するということだし、それ

からまた、少し意見があったところは御確認いただいて直して、それで御納得いただくと

いうプロセスになるのかなと思っています。 

 大変恐縮ですが、そういうプロセスをお約束いただいて、最終的な扱いについては私の

ほうに御一任いただければというふうに思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山内座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、一生懸命修文をしていただければと思いますので、そのような形で進めてい

ただければと思います。 

 本日予定している議事は以上ということでありますけれども、これから先は事務局で進

行をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【笹川環境政策企画官】  本日は、長時間にわたり活発に御議論をいただき、ありがと

うございました。 

 最後に、国土交通省を代表いたしまして、総合政策局官房審議官の後藤から挨拶を申し



 -34-

上げます。 

【後藤総合政策局審議官】  審議官の後藤でございます。 

 山内座長、石田委員長をはじめまして、委員の先生方におかれましては御多忙の中、８

回にわたりまして私どもの環境政策についての貴重な御視座を賜りまして、心から御礼申

し上げます。 

 座長一任ということでございましたけれども、また本日も幅広く御意見いただきまして、

国交省の任務を踏まえた本計画の現段階のホームワーク的な意味合いをちゃんと認識して、

その上で各施策のフォローアップも含めて、ＫＰＩの話もございましたが、いろいろ御意

見をいただいてつくらせていただいたこの計画というものがさらに意味があるようにとい

うことで、恐らく８回全てでほとんどの先生方の御意見の勢いが弱まることなく、多大な

る励まし、後押しをいただいたのかなというふうに思ってございます。 

 このようなお集まりいただいての会というのは本日で最後になると伺っておりますけれ

ども、先ほど環境政策課長からもございましたとおり、今後に向けての国交省ここにあり

というような、政府全体の中でもありますが、そういう存在感が放てるような計画になる

ようにさらに充実したものにしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、先ほどもございましたように、６月には省内で新たな環境行動計画を決定してい

くということで考えてございますので、引き続き御指導を賜ればと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 本日も大変ありがとうございました。 

【笹川環境政策企画官】  今回の委員会をもちまして、社会資本整備審議会環境部会・

交通政策審議会交通体系分科会環境部会グリーン社会小委員会については終了となります。

委員の皆様におかれましては、昨年９月から８回にわたり御議論いただきましたこと、改

めて感謝申し上げます。 

 環境部会の開催につきましては、また改めて御連絡いたします。 

 本日も誠にありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


